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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。

日本語訳と原文（英語）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。

重要な税及び規制に関する最新情報 

1. 税務調査及びその実施の対象となる申告書の選定基準に関するガイドライン

直接税中央委員会（Central Board of Direct Taxes ：以下「CBDT」）は、2020 年から 2021 年までの事業年度におけ

る全面的な税務調査及びその実施の対象となる申告書について、選定基準を定めたガイドラインを発行した。本ガイドライン

に関する詳細は、以下リンク先を参照されたい。 

Tax Alert | Delivering clarity（Deloitte India 24 September 2020（英語、PDF）） 

2. 所得税法に基づいた非対面型手続の対象範囲拡大

インド政府は、「2020 年税法及びその他法律（特定の規定の緩和及び改正）に関する法案（Taxation and Other

Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020）」を提出した。本法案は、特に非対面型の税務

調査又は税務調査手続を制定するもので、所得税法（income-tax law）に基づき、非対面型手続の対象範囲をその他

様々な手続まで拡大するものである。

2020 年 8 月 13 日、インド政府は、「透明性のある課税 ～誠実な納税者に対する敬意～」と題した政策1を発表した。その

主な内容は、非対面型の税務調査、非対面型の申立及び納税者憲章である。 

その後、CBDT は、電子税務調査スキーム 2019 と、その新たな政策「透明性のある課税 ～誠実な納税者に対する敬意～」

（電子税務調査スキーム 2019 の改称、非対面型の税務調査スキーム 2019 を含む）との整合性を取るため、通達2を公表

している。さらに CBDT は、非対面型の税務調査スキーム 2019 等に基づき、税務当局の管轄を再構築して通知するための

指令も発出している。 

2020 年 9 月 18 日、インド政府は、下院に「2020 年税法及びその他法律（特定の規定の緩和及び改正）に関する法

案」を提出した（2020 年 9 月 19 日に下院で可決）。本法案は、インド国内の税法の規定に基づき、特に非対面型の税

務調査スキームを組み込むことを目的としている。また、効率性、透明性及び説明責任を伝えることを目的とし、非対面型手

続の対象範囲がその他様々な手続まで拡大されている。主な要点は、以下のリンク先に記されている。 

Tax Alert | Delivering clarity（Deloitte India 23 September 2020（英語、PDF）） 

3. CBDT が非対面型の申立スキーム 2020 を通達

CBDT は、2020 年 9 月 25 日付で通達を公表し、非対面型の申立スキーム 2020 について通知を行った。主な要点は、以

下のリンク先に記されている。 

Tax Alert | Delivering clarity（Deloitte India 28 September 2020（英語、PDF）） 

4. 2013 年会社法に基づいて示談可能な様々な犯罪を非犯罪化へ

インドの国会では、2013 年会社法（Companies Act, 2013）を改正するため、会社法改正案 2020 が可決された。これ

は、様々な犯罪を非犯罪化し、特定の規定を緩和して、インドにおける事業運営を促進するためである。本改正案は、2013

年会社法に基づいて示談可能な様々な犯罪を非犯罪化し、特定の規定を緩和して、インドにおける事業運営を促進するこ

1 Tax Alert | Delivering clarity（ Deloitte India 20 August 2020（英語、PDF）） 

2 Tax Alert | Delivering clarity（ Deloitte India 20 August 2020（英語、PDF）） 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/it/jp-it-global-tax-update-india-november2020-en.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/tax/Global%20Business%20Tax%20Alert/in-tax-gbt-alert-guidelines-issued-for-compulsory-selection-of-returns-for-audit-conduct-noexp.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/tax/Global%20Business%20Tax%20Alert/in-tax-gbt-alert-expansion-of-coverage-of-faceless-proceedings-under-the-income-tax-law-noexp.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/tax/Global%20Business%20Tax%20Alert/in-tax-gbt-alert-cbdt-notifies-faceless-appeal-scheme-noexp.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/tax/Global%20Business%20Tax%20Alert/in-tax-gbt-alert-introduction-of-platform-for-transparent-taxation-noexp.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/tax/Global%20Business%20Tax%20Alert/in-tax-gbt-alert-amendment-to-e-assessment-scheme-noexp.pdf
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とを目的としている。2013 年会社法における今回の改正は、2019 年 9 月に設置された会社法委員会（Company Law 

Committee）の提案に基づくものである。主な要点は、以下リンク先に記されている。 

Tax Alert | Delivering clarity（Deloitte India 24 September 2020（英語、PDF）） 

5. 防衛産業における外国直接投資（Foreign Direct Investment :以下「FDI」）政策 

2020 年 5 月 16 日、インド政府は、自立したインド（Atmanirbhar Bharat）の実現に向けた早期投資における政策の改

革を発表し、「Make in India」政策による国防生産の自立を強めている。また、インド政府は、自動承認ルートによる防衛関

連の製造業における FDI の上限を 49%から 74%に引き上げることを発表した。 

さらに、インドの商工省産業国内取引促進局（Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry 

of Commerce & Industry）は、防衛産業に係る 2017 年度統合版 FDI ポリシー（以下「FDI ポリシー」）の改正につい

て、プレスノート3を出した。このプレスノートの内容は、外国為替管理法（Foreign Exchange Management Act）の通達日

より有効となっている。 

当該プレスノートにあるとおり、FDI ポリシーの改正に関する要点は、以下リンク先に記されている。 

Tax Alert | Delivering clarity（Deloitte India 21 September 2020（英語、PDF）） 

重要な判決 

1. 納税者が国際仲裁手段で訴訟を起こすことを選択 ～資産の間接譲渡益に係る遡及課税～ 

この訴訟は、外国企業の株式取得により 2007 年に納税者が得たインドの資産に係る争いに関連したものである。この取引

は、会社の設立先は香港だが税法上の居住先はインドのケイマン諸島である当該外国企業の全株式をオランダの企業が取

得し、インドの資産の支配権を得たものである。 

インドの最高裁判所が納税者側の主張を認める判決を下した一方で、インド政府は法律の遡及的改正に動いた。この法律

の改正により、インドが当該間接譲渡に係る課税を行えるようにし、改正が遡及的に適用できるものとして最高裁の判決を事

実上覆した。その後、納税者は、インドとオランダ間の投資促進保護協定（India-Netherlands Investment Promotion 

and Protection Agreement）に基づき、国際仲裁を求める通知書を提出した。2020 年 9 月 25 日、オランダ ハーグにある

常設仲裁裁判所（Permanent Court of Arbitration）の法廷で、納税者側の主張を認める判決が下された。 

2. 裁判所／会社法審判所で認められたスキームに基づいた株式の割当による営業譲渡は、事業譲渡として非課税となる 

高等裁判所4 は、会社法のもと承認されたスキームに基づいた株式の割当による営業譲渡は事業譲渡5として課税対象には

ならない6と判断した。事業譲渡として株式と引き換えに行われる営業譲渡の課税可能性は、訴訟の対象となっている。この

訴訟はまだ最高裁による最終的な判決には至っていない。 

3. 非課税オフショア供給から控除された税金は還付対象となる 

裁判所7は、オフショア供給契約がインドでは課税対象とはならないが、インドの取引先により源泉徴収されている場合、納税

者はその源泉徴収された税金の還付を受けることができると判断した。 

4. 出向社員の給料立替額の精算金の支払は、技術サービス料として課税対象外となる 

裁判所8は、出向社員の給料立替額の精算金の支払はインド国内の税法に従い、技術サービス料として課税対象にはなら

ないとの判決を下した。したがって、この支払は、インドで源泉徴収税の対象とはならない。出向社員の給料の立替額の精算

金の支払に係る源泉徴収税の課税の対象となるか否かについては、訴訟の対象となり、判決は事実のみに基づき下されてい

る。 

また、この判決では、次の原則を命じている。出向社員がインドの会社の社員であり、そのインドの会社が、給料の支払につい

て源泉徴収税を支払っている場合、非居住企業の当該出向社員の給料の立替額の精算額の支払は（本国での支払の便

宜上行われているだけのことであり）、インドにおいては課税の対象とはならない。 

                                                           

3  (2020 series) dated 17 September 2020 ( the ‘Press Note’) 

4 Areva T&D India ltd (now known as GE T& D India Ltd) v. CIT (Tax case appeal no 673 of 2018) (Madras High Court) 

5 個々の資産や負債に金額を代入することなく一括払の対価による営業譲渡は、インドでは税務上、一般的に事業譲渡とみなされている 

6  section 50B of the Income-tax Act, 1961. 

7  ABB AB. v. DCIT (ITA No. 464/Bang/2018 and 2878/Bang/2019) (Bangalore Tribunal) 

8 Boeing India Pvt. Ltd. v. ACIT (ITA No. 9756/Del/2019) (Delhi Tribunal) 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/tax/Regulatory%20Alert/in-tax-regulatory-alert-decriminalisation-of-various-compoundable-offences-under-the-companies-act-noexp.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/tax/Regulatory%20Alert/in-tax-regulatory-alert-foreign-direct-investment-policy-in-defence-sector-noexp.pdf
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5. 非居住者への購入代金の支払から税金を源泉徴収しないことが認められる 

デリーの裁判所は、非居住者への（原材料や部品などの購入代金の）支払から税金を源泉徴収しないことを認めないとす

るインド国内の税法の規定が居住者への同様の支払と比較して差別的であるとの判決を下した。したがって、日印租税条約

の無差別に係る規定9に従い、同じく適用されないこととなる。 

また、この判決は、次の原則を支持している。その適切な租税条約の無差別に係る規定を考慮し、インド国内の税法に従っ

て、居住者に支払が行われる際に税金を源泉徴収しないことが認められている場合には、（インドに恒久的な拠点を有す

る）非居住者に支払が行われる際にも同様に税金を源泉徴収しないことを認めるという原則である。 

6. 企業買収に伴い計上されたのれんは償却可能 

裁判所10は、1961 年所得税法（Income-tax Act, 1961）の規定11に基づき、企業買収に伴い計上されたのれんの償却を

認めるとの判決を下した。企業買収に伴い計上されたのれんの償却の許容性が訴訟の対象となり、裁判所による判決は、い

ずれの訴訟においても事実に基づき下されていることに留意されたい。そのため、申告を行う前に税理士に相談することが重要

である。 

  

                                                           

9 Article 24(3) 

10 Geodis Overseas Pvt. Ltd. v. DCIT (ITA No. 2305/Del/2015) (Delhi Tribunal) 

11 Section 32 of the ITA 
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/tax/nl/ao
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